
 

 

【食品表示基準（平成 27年 3月 20日内閣府令第 10号）（抜粋）】 

 

第三章 生鮮食品  

第一節 食品関連事業者に係る基準  

第一款 一般用生鮮食品  

（横断的義務表示） 

第十八条  食品関連事業者が生鮮食品（業務用生鮮食品を除く。以下この節において「一般用生鮮

食品」という。）を販売する際（設備を設けて飲食させる場合又は容器包装に入れないで、かつ、

生産した場所で販売する場合若しくは不特定若しくは多数の者に対して譲渡（販売を除く。）する

場合を除く。）には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示

されなければならない。 

名称 その内容を表す一般的な名称を表示する。ただし、玄米及び精米（消費者に販売す

るために容器包装に入れられたものに限る。以下この款において同じ。）にあっては、

第十九条に定めるところによる。 

原産地 次に定めるところにより表示する。ただし、玄米及び精米にあっては、第十九条に

定めるところによる。 

 一～四（略） 

 

（個別的義務表示） 

第十九条  前条に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用生鮮食品のうち別表第二十四の上欄

に掲げるものを販売する際（設備を設けて飲食させる場合及び容器包装に入れないで、かつ、生

産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡（販売を除く。）する場合を

除く。）には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなけ

ればならない。 

 

（表示禁止事項） 

第二十三条  食品関連事業者は、第十八条、第十九条及び第二十一条に掲げる表示事項に関して、

次に掲げる事項を一般用生鮮食品の容器包装又は製品に近接した掲示その他の見やすい場所に表

示してはならない。ただし、生産した場所で販売される食品又は不特定若しくは多数の者に対し

て譲渡（販売を除く。）される食品にあっては、第五号に掲げる事項については、この限りでない。 

一（略） 

二 第十八条又は第十九条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語 

 三～九（略） 

２ （略） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料２ 



別表第二十四（第一九条、第二十条、第二十四条、第二十五条関係）抜粋 

食品 表示事項 表示の方法 

玄米

及び

精米 

名称 次に定めるところにより表示する。 

一 （略） 

二 もち精米にあっては「もち精米」と表示する。 

三～四 （略） 

原料玄米 次に定めるところにより表示する。 

一 産地、品種及び産年（生産年をいう。以下同じ。）が同一 

である原料玄米を用い、かつ、当該原料玄米の産地、品種

及び産年について証明（国産品にあっては、農産物検査法

（昭和二十六年法律第百四十四号）による証明をいい、輸

入品にあっては、輸出国の公的機関等による証明をいう。

以下同じ。）を受けた原料玄米にあっては、「単一原料米」

と表示し、その産地、品種及び産年を併記することとし、

この場合における産地は、国産品にあっては都道府県名、

市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品にあっ

ては原産国名又は一般に知られている地名を表示する。 

二 一に規定する原料玄米以外の原料玄米を用いる場合に 

は、「複数原料米」等原料玄米の産地、品種若しくは産年が

同一でないか、又は産地、品種若しくは産年の全部若しく

は一部が証明を受けていない旨を表示し、その産地及び使

用割合（原料玄米の製品に占める重量の割合をいう。以下

同じ。）を併記する。この場合、国産品にあっては「国内産 

△割」と、輸入品にあっては原産国ごとに「〇〇産 △割」

と、国産品及び原産国ごとの使用割合の高い順に表示し、

「〇〇」には国名、「△」には使用割合を表す数字を表示す

る（三及び四において同じ。）。 

三～四 （略） 

内容量 （略） 

調製年月日、精米年月

日又は輸入年月日 

（略） 

食品関連事業者の氏名

又は名称、住所及び電

話番号 

（略） 

  


